
3 就労証明書

《問い合わせ先》中央区福祉保健部保育課保育入園係　電話 03（3546）5227・5387・9587 （平日 8:30～17:00）

1.以下に該当する方は、この就労証明書の他に添付書類が必要です。

 ・「5　雇用の形態」で「派遣社員」の項目にチェックが入っている方

　　　直近の「労働者派遣契約書」または「就業条件明示書」の写しを添付してください。

 ・「5　雇用の形態」で「役員」「自営業主」「自営業専従者」「家族従業者」「業務委託」の項目にチェックが入っている方

事業を営んでいることを証明する書類（営業証明）の添付が必要です。

（事業の概要を確認できる書類の提出が無い場合は、利用調整の対象になりません。また、継続的に働いていることが確認できる書類の提出がない場合

や、不足している場合は、利用調整の指数が減点されます。なお、勤務実績の整合性がとれない場合も同様とします。妊娠・出産や疾病などの理由により、

勤務時間の減少があった場合は、任意の用紙にその状況を具体的に記載してください。）

2.上記の内容について、問い合わせることがあります。ご協力をお願いします。

3.記載に不備がある場合は、利用調整などに影響を及ぼす場合があります。記載漏れがないようご確認の上、ご提出ください。

4.記載内容が事実と異なる場合は、入所（転園）内定の取消または退園となります。
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